
四日市市告示第１２５号 

四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のよう

に定める。 

  令和５年３月２４日 

四日市市長  森  智 広 

 

四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 四日市萬古焼でおもてなし事業補助金交付要綱（令和２年四日市市告示第１０４

号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

附 則 

１ （略） 

２  この要綱は、第１４条の規定を除

き、令和８年３月３１日限り、その効

力を失う。 

附 則 

１ （略） 

２  この要綱は、第１４条の規定を除

き、令和５年３月３１日限り、その効

力を失う。 

 

 第１号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第６号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第９号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 第１２号様式を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、告示の日から施行する。 

 （四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正） 

２ 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱（令和３年四日市市告示

第１８２号）の一部を次のように改正する。 

改正後  

（押印の省略）  

第２条  次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同

表の中欄に掲げる手続又は様式については、当該要綱の規定に関わら

ず、押印を要しないものとする。ただし、同表の右欄に掲げる条件を

満たす場合に限る。  

 要綱名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四 日 市 市 中 小 企 業 Ｉ ｏ Ｔ

等 活 用 促 進 事 業 補 助 金 交

付 要 綱 （ 平 成 ３ ０ 年 四 日

市市告示第１０６号）  

（略）   

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 に 対 応 す る た め の 保 証

料 補 助 金 交 付 要 綱 （ 令 和

２ 年 四 日 市 市 告 示 第 １ ０

８号）  

（略）   

 （略）   

 

 

改正前  



（押印の省略）  

第２条  次の表の左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同

表 中 欄 に 掲 げ る 手 続 又 は 様 式 に つ い て は 、 当 該 要 綱 の 規 定 に 関 わ ら

ず、押印を要しないものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満

たす場合に限る。  

 要綱名  手続又は様式  備考   

 （略）   

 四 日 市 市 中 小 企 業 Ｉ ｏ Ｔ

等 活 用 促 進 事 業 補 助 金 交

付 要 綱 （ 平 成 ３ ０ 年 四 日

市市告示第１０６号）  

（略）   

 四 日 市 萬 古 焼 で お も て な

し 事 業 補 助 金 交 付 要 綱

（ 令 和 ２ 年 四 日 市 市 告 示

第１０４号）  

第 １ 号 様 式 、 第 ６ 号

様 式 、 第 ９ 号 様 式 及

び第１２号様式  

第 １ ２ 号 様 式 に

つ い て は 、 署 名

(法 人 そ の 他 の 団

体 に あ っ て は 、

代 表 者 の 署 名 )を

し た 場 合 に 限

る。  

 

 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

症 に 対 応 す る た め の 保 証

料 補 助 金 交 付 要 綱 （ 令 和

２ 年 四 日 市 市 告 示 第 １ ０

８号）  

（略）   

 （略）   

 

 



（商工農水部工業振興課） 


